
議案第６号 

 

東広島市立幼稚園管理運営規則の全部改正について 

 

東広島市立幼稚園管理運営規則の全部を改正する規則を定めることについて、次

のとおり提案する。 

 

令和７年３月２７日提出 

 

                   東広島市教育委員会 

                   教育長  市  場  一  也 

 

１ 改正の理由 

御薗宇幼稚園が認定こども園の認定を受け、幼稚園型認定こども園となること

に伴い、幼稚園の運営に必要な事項を定めた規則の全部を改正する必要があるた

め、この議案を提出するものである。 

 

２ 改正の内容 

 (1) 趣旨（第１条関係） 

   この規則は、幼稚園の管理及び運営並びに東広島市立幼稚園の教育、保育等

の実施に関する条例（令和７年東広島市条例第４号。以下「条例」という。）

第６条の規定により入園した教育・保育給付認定子ども（以下「園児」とい

う。）の教育、保育等を行うために必要な事項を定めるものとする。 

 (2) 定員（第３条関係） 

   幼稚園の定員は、次の表のとおりとする。 

名  称 １号認定子ども ２号認定子ども ３号認定子ども 

東広島市立御薗宇

幼稚園 

７０人 ３０人 ２６人 

 (3) 職員（第４条関係） 

  ア 幼稚園に次の各号に掲げる職員を置き、それぞれ当該各号に定める職務を
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所掌する。 

   (ｱ) 園長 園務をつかさどり、所属職員を監督する。 

   (ｲ) 副園長又は教頭 園長を補佐し、園務を整理する。 

   (ｳ) 教諭 教育及び保育に従事する。 

  イ 前項に定めるもののほか、必要に応じて職員を置くことができる。 

 (4) 教育及び保育の内容等（第８条関係） 

  ア 幼稚園で行う教育の内容及び教育日数については、幼稚園教育要領（学校

教育法（昭和２２年法律第２６号）第２５条第１項の規定に基づき幼稚園

に関して文部科学大臣が定める事項をいう。次条において同じ。）及び教

育委員会の定める基準により、園長が別に定める。 

  イ 園長は、前項の規定により教育の内容及び教育日数を定めるときは、教育

委員会に届け出なければならない。変更しようとするときも同様とする。 

  ウ 幼稚園で行う保育の内容については、保育所保育指針（児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定

により内閣総理大臣が定める指針をいう。）によるものとする。 

 (5) 入園の手続（第１１条関係） 

  ア 入園を希望する１号認定子どもの保護者は、入園願（別記様式第１号）を

園長に提出しなければならない。 

  イ 入園を希望する２号認定子ども及び３号認定子どもの入園の申込みは、東

広島市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年東広島市規則第８号）

第３条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定

申請書兼特定教育・保育施設、特定地域型保育事業入所申込書により行う

ものとする。 

 (6) 預かり保育の手続（第１３条関係） 

  ア 入園した１号認定子どもの保護者は、預かり保育を利用しようとするとき

は、あらかじめ（緊急その他やむを得ない事由があるときは、預かり保育

を利用した後遅滞なく）、預かり保育申込書（別記様式第３号）を園長に

提出しなければならない。 

  イ 園長は、前項の規定による提出があった場合は、速やかにその内容を審査

し、預かり保育を必要と認めたときは、その利用を決定するものとする。 
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 (7) 延長保育（第１４条関係） 

   幼稚園は、延長保育として、保護者の労働時間、通勤時間等の事情により時

間外における保育が必要と認めた者を対象に、時間外における保育を実施する

ことができる。 

 (8) 延長保育の対象児童（第１５条関係） 

   延長保育の対象となる児童（以下「対象児童」という。）は、現に幼稚園に

入園している園児であって、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣

府令第４４号）第４条第１項に規定する１月当たり平均２００時間までの保育

必要量の認定を受けた児童（第２３条第２項において「短時間認定児童」とい

う。）のうち、保護者の勤務時間及び就労時間等を考慮して延長保育を要する

と認めるものとする。 

 (9) 延長保育の職員配置（第１７条関係） 

   延長保育を担当する保育士（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１

８条の４に規定する保育士をいう。以下この条において同じ。）は、延長保育

を実施する幼稚園当たり２名以上とし、このうち１名は常勤の保育士とする。 

 (10) 延長保育の実施時間（第１８条関係） 

   延長保育を行う時間は、午前７時３０分から午前８時３０分まで及び午後４

時３０分から午後６時３０分までとする。 

 (11) 延長保育の申請（第１９条関係） 

   延長保育を利用しようとする対象児童の保護者は、延長保育申込書（以下こ

の条において「申込書」という。）を教育委員会に提出しなければならない。

ただし、緊急を要し、事前に申込書を提出できないときは、事後速やかに提出

するものとする。 

 (12) 延長保育の承諾（第２０条関係） 

   教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を

審査し、延長保育を必要と認めたときは、その利用を承諾するものとする。 

 (13) 延長保育の保育内容（第２２条関係） 

   延長保育の内容は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年

厚生省令第６３号）第３５条の規定により内閣総理大臣が定める指針に準じて

実施するものとする。 
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 (14) 延長保育料（第２３条関係） 

  ア 教育委員会は、第２０条の規定による利用の承諾を受けた者（次条におい

て「利用者」という。）から延長保育に係る費用（以下この条及び次条に

おいて「延長保育料」という。）を徴収するものとする。ただし、対象児

童が生活保護世帯、市町村民税非課税世帯等に属する場合には、延長保育

料の全部又は一部を免除することができる。 

  イ 延長保育料の額は、東広島市延長保育事業実施要綱（平成１２年東広島市

告示第６１号）第１０条第２項第２号の規定により算定した額とする。 

 (15) 延長保育料の納付（第２４条関係） 

   利用者は、延長保育料を原則として、利用する月の初日又は別に定める日ま

でに利用する幼稚園に納付しなければならない。 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 

 

４ 根拠法令 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

第１５条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に

属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。 

第３３条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に

属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱

いその他の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるも

のとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のう

ち、その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委

員会は、あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。 
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東広島市教育委員会規則第  号 

 

 東広島市立幼稚園管理運営規則をここに公布する。 

 

  令和７年 月 日 

 

                   東広島市教育委員会 

                   教育長  市  場  一  也   

 

東広島市立幼稚園管理運営規則 

 

東広島市立幼稚園管理運営規則（昭和５１年東広島市教育委員会規則第３号）の

全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、幼稚園の管理及び運営並びに東広島市立幼稚園の教育、保育

等の実施に関する条例（令和７年東広島市条例第４号。以下「条例」という。）

第６条の規定により入園した教育・保育給付認定子ども（以下「園児」とい

う。）の教育、保育等を行うために必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則で使用する用語は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）及び条例で使用する用語の例による。 

 （定員） 

第３条 幼稚園の定員は、次の表のとおりとする。 

名  称 １号認定子ども ２号認定子ども ３号認定子ども 

東広島市立御薗宇

幼稚園 

７０人 ３０人 ２６人 

（職員） 

第４条 幼稚園に次の各号に掲げる職員を置き、それぞれ当該各号に定める職務を

所掌する。 

(1) 園長 園務をつかさどり、所属職員を監督する。 

(2) 副園長又は教頭 園長を補佐し、園務を整理する。 
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(3) 教諭 教育及び保育に従事する。 

２ 前項に定めるもののほか、必要に応じて職員を置くことができる。 

（学年） 

第５条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学期） 

第６条 各学年の学期は、次の表のとおりとする。 

前期 ４月１日から同年１０月の第２月曜日まで 

後期 １０月の第２月曜日の翌日から翌年３月３１日まで 

 （休園日の変更等） 

第７条 園長は、必要があると認めるときは、条例第４条の規定にかかわらず、教

育委員会に届け出て、休園日（同条に規定する教育及び保育を行う日以外の日を

いう。この条において同じ。）の日数を合計した日数の範囲内で休園日を変更す

ることができる。 

２ 園長は、必要があると認めるときは、教育委員会に報告することにより、条例

第４条の規定にかかわらず、１年につき１０日を限度として休園日を定めること

ができる。 

３ 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に休園することができ

る。 

 （教育及び保育の内容等） 

第８条 幼稚園で行う教育の内容及び教育日数については、幼稚園教育要領（学校

教育法（昭和２２年法律第２６号）第２５条第１項の規定に基づき幼稚園に関し

て文部科学大臣が定める事項をいう。次条において同じ。）及び教育委員会の定

める基準により、園長が別に定める。 

２ 園長は、前項の規定により教育の内容及び教育日数を定めるときは、教育委員

会に届け出なければならない。変更しようとするときも同様とする。 

３ 幼稚園で行う保育の内容については、保育所保育指針（児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定により内閣

総理大臣が定める指針をいう。）によるものとする。 

 （成績の評価及び課程の修了） 

第９条 成績評価に関する規定は、幼稚園教育要領に示されている趣旨に基づき、
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園長が別に定める。 

２ 課程の修了の認定は、幼稚園教育要領及び教育委員会の定めるところに基づ

き、これを行う。 

（入園の時期） 

第１０条 入園の時期は、学年の始めとする。ただし、欠員のあるときは随時入園

を許可することができる。 

 （入園の手続） 

第１１条 入園を希望する１号認定子どもの保護者は、入園願（別記様式第１号）

を園長に提出しなければならない。 

２ 入園を希望する２号認定子ども及び３号認定子どもの入園の申込みは、東広島

市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年東広島市規則第８号）第３条に規

定する施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼特定教

育・保育施設、特定地域型保育事業入所申込書により行うものとする。 

（退園） 

第１２条 園児を疾病その他の理由により退園させようとするときは、その保護者

は、退園届（別記様式第２号）を１号認定子どもについては園長に、２号認定子

ども及び３号認定子どもについては市長に提出しなければならない。 

 （預かり保育の手続） 

第１３条 入園した１号認定子どもの保護者は、預かり保育を利用しようとすると

きは、あらかじめ（緊急その他やむを得ない事由があるときは、預かり保育を利

用した後遅滞なく）、預かり保育申込書（別記様式第３号）を園長に提出しなけ

ればならない。 

２ 園長は、前項の規定による提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、

預かり保育を必要と認めたときは、その利用を決定するものとする。 

 （延長保育） 

第１４条 幼稚園は、延長保育として、保護者の労働時間、通勤時間等の事情によ

り時間外における保育が必要と認めた者を対象に、時間外における保育を実施す

ることができる。 

（延長保育の対象児童） 

第１５条 延長保育の対象となる児童（以下「対象児童」という。）は、現に幼稚

-33-



園に入園している園児であって、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内

閣府令第４４号）第４条第１項に規定する１月当たり平均２００時間までの保育

必要量の認定を受けた児童（第２３条第２項において「短時間認定児童」とい

う。）のうち、保護者の勤務時間及び就労時間等を考慮して延長保育を要すると

認めるものとする。 

（延長保育の実施施設） 

第１６条 延長保育を実施する幼稚園は、延長保育を開始する月（４月又は５月）

における平均の対象児童の数がおおむね６人以上の幼稚園とする。ただし、平均

の対象児童の数が５人以下の幼稚園であっても保護者の延長保育に対する需要の

状況によって延長保育を実施することができる。 

（延長保育の職員配置） 

第１７条 延長保育を担当する保育士（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第１８条の４に規定する保育士をいう。以下この条において同じ。）は、延長保

育を実施する幼稚園当たり２名以上とし、このうち１名は常勤の保育士とする。 

 （延長保育の実施時間） 

第１８条 延長保育を行う時間は、午前７時３０分から午前８時３０分まで及び午

後４時３０分から午後６時３０分までとする。 

 （延長保育の申請） 

第１９条 延長保育を利用しようとする対象児童の保護者は、延長保育申込書（以

下この条において「申込書」という。）を教育委員会に提出しなければならな

い。ただし、緊急を要し、事前に申込書を提出できないときは、事後速やかに提

出するものとする。 

（延長保育の承諾） 

第２０条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内

容を審査し、延長保育を必要と認めたときは、その利用を承諾するものとする。 

（延長保育の実施の記録） 

第２１条 教育委員会は、前条の規定による承諾に係る対象児童について、延長保

育を実施した時間その他必要と認める事項を記録するものとする。 

（延長保育の保育内容） 

第２２条 延長保育の内容は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３５条
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の規定により内閣総理大臣が定める指針に準じて実施するものとする。 

（延長保育料） 

第２３条 教育委員会は、第２０条の規定による利用の承諾を受けた者（次条にお

いて「利用者」という。）から延長保育に係る費用（以下この条及び次条におい

て「延長保育料」という。）を徴収するものとする。ただし、対象児童が生活保

護世帯、市町村民税非課税世帯等に属する場合には、延長保育料の全部又は一部

を免除することができる。 

２ 延長保育料の額は、東広島市延長保育事業実施要綱（平成１２年東広島市告示

第６１号）第１０条第２項第２号の規定により算定した額とする。 

 （延長保育料の納付） 

第２４条 利用者は、延長保育料を原則として、利用する月の初日又は別に定める

日までに利用する幼稚園に納付しなければならない。 

（卒業） 

第２５条 園長は、所定の課程の修了を認定された園児に修了証書を授与する。 

（学校評議員） 

第２６条 幼稚園に、学校評議員を置く。 

２ 学校評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園の運営に関し意見を述べることがで

きる。 

３ 学校評議員は、幼稚園ごとに５人以内とし、当該幼稚園の職員以外の者で教育

に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により、教育委員会

が委嘱する。 

４ 前３項に掲げるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定

める。 

（準用） 

第２７条 東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則（昭和４

９年東広島市教育委員会規則第８号）第１３条、第２１条、第２３条、第２４

条、第２６条、第２７条、第３４条、第３５条、第３８条、第３９条、第４１条

及び第４２条第２項から第５項までの規定は、幼稚園について準用する。この場

合において、同規則第１３条第１項及び第２項、第２１条第３項及び第４項、第

２６条第１項、第２７条、第３４条、第３５条、第３８条、第３９条並びに第４
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２条第２項から第５項までの規定中「校長」とあるのは「園長」と、同規則第１

３条第１項、第２１条第１項、第２７条、第３９条第４項第７号及び第４２条第

５項第３号から第５号までの規定中「児童又は生徒」とあり、同項第１号及び第

２号中「児童、生徒」とあるのは「東広島市立幼稚園の教育・保育等の実施に関

する条例（令和７年東広島市条例第４号）第６条の規定により入園した教育・保

育給付認定子ども」と、同規則第２１条第１項、第２３条、第２４条、第２６条

第１項及び第３８条中「小中学校」とあるのは「幼稚園」と読み替えるものとす

る。 

（園長への委任） 

第２８条 この規則の実施に関して必要な事項は、園長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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別記様式第１号（第１１条関係） 

年   月   日   

 

東広島市教育委員会 様 

 

入      園      願 

 

保護者氏名                     

                   

次のとおり入園を希望します。 

（ふりがな）  
男・女 

氏    名  

生 年 月 日  

住    所  

備    考  

入園を希望す 

る施設の名称 

 

家 族 の 状 況 

続 柄 
（ふ り が な） 

備  考 
氏     名 
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別記様式第２号（第１２条関係） 

年   月   日 

 様 

 

退     園     届 

 

住   所                  

  (ふりがな) 

保護者氏名                  

                          

 退園したいので下記のとおり届け出ます。 

児 童 

(ふりがな) 

氏  名 

 

 

生年月日  

児 童 

(ふりがな) 

氏  名 

 

 

生年月日  

 

退 園 年 月 日  

退園する施設の名称                

 

備 考  
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別記様式第３号（第１３条関係） 

年   月   日 

預かり保育申込書（    年   月分） 

 

東広島市教育委員会 様 

（      幼稚園） 

 

保護者 氏  名 

電話番号     －    － 

 

 市立幼稚園における預かり保育事業を利用したいので、東広島市幼稚園管理運営

規則第１３条第１項の規定により次のとおり申し込みます。 

 

１ 利用児童 

氏  名 生年月日 

 
年   月   日 

 
年   月   日 

  ※きょうだいで利用希望日が異なる場合は、一人一枚申込書を提出してください。  

２ 利用希望日 

希望日 希望時間 

   年  月  日（  ）   時  分 ～   時  分 

   年  月  日（  ）   時  分 ～   時  分 

   年  月  日（  ）   時  分 ～   時  分 

   年  月  日（  ）   時  分 ～   時  分 

   年  月  日（  ）   時  分 ～   時  分 

   年  月  日（  ）   時  分 ～   時  分 

  月内の連続した利用申込みの場合 

希望日 希望時間 

   年  月  日（  ） 

～  日（  ） 
時  分 ～  時  分 
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